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第１第１７章 

第１７章 土地の保全等 

（法第２２条、第４１条） 

 

（土地の保全等）※宅造区域 

法第２２条 宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造

成等（宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。次項及び次条第１項

において同じ。）に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持する

ように努めなければならない。 

２ 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災

害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占

有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う

災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。 

（土地の保全等）※特盛区域 

法第４１条 特定盛土等規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、特定盛土等

又は土石の堆積（特定盛土等規制区域の指定前に行われたものを含む。次項及び次条

第１項において同じ。）に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持

するように努めなければならない。 

２ 都道府県知事は、特定盛土等規制区域内の土地について、特定盛土等又は土石の堆

積に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、

管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他特定盛

土等又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することが

できる。 

 

〈解説〉 

１ 土地の保全努力義務の概要 

法において、規制区域内の盛土等が行われた土地の所有者等は、

盛土等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維

持するよう努めなければならないとされています。 

許可不要となった盛土等についても、規制対象の場合には、土地

の所有者等に対して土地の保全努力義務が課せられます。また、規

制区域の指定前に行われた盛土等も含まれます。 

 

２ 盛土等の維持管理 

⑴ 維持管理の主体 

   盛土等の維持管理は、規制区域内の盛土等が行われた土地の所

有者等が行います。また、土地の所有者等が複数に分かれる場合
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は、個々の土地の所有者等が自ら所有する土地を維持管理すると

ともに、互いに連携しながら盛土等全体を維持管理することが重

要です。 

 

⑵ 維持管理の内容 

   盛土等の維持管理は、日常的に点検や清掃等を実施し、必要に

応じて盛土等に伴う災害の防止のため必要な措置を行います。日

常的な維持管理の内容や実施頻度は表１-１７-１を参照くださ

い。 

 

３ 勧告（法第２２条第２項、法第４１条第２項） 

⑴ 勧告の概要・趣旨 

    災害の防止のため必要があると認める場合は、土地所有者等に

対し必要な措置をとることを勧告します。 

 

⑵ 要件 

勧告の要件は「災害の防止のため必要があると認める場合」で

す。「災害の防止のため必要があると認める場合」とは、「技術的

基準に合致するかまたはこれに準ずる程度」に反すると認められ

るときであり、災害のおそれを客観的に判断することまでは要さ

ないとされています。 

また、勧告は、改善命令に相当する危険な状態となる前に修繕

等を行う、予防的観点も含まれます。 

 

⑶ 勧告可能な相手方 

 勧告は、法第２２条第１項とは異なり、具体的な処置を求める

ものであることから、勧告可能な相手方は、土地所有者等のほか、

「工事主又は工事施行者」もその対象に含まれています。 
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表 1-17-1 土地の所有者等が行う日常的な維持管理の内容や実施頻度 

 

出典：盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説,p.4-4 


